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コスモス（新）作業⾵景
今年から新たな取り組みをいろいろと初めてみました。みんなでできる作業
は何ができるだろう？？と話し合った結果…

その① 紙すき

その② アクリルたわし

①近いうちにコスモス利⽤者の名刺を
作成予定です。名刺のご希望がござい
ましたら承りますので是⾮どうぞ！

②１１⽉末頃より販売開始しています。
初回の在庫がなくなりましたので以後は
受注⽣産となります。
２個で１００円。（柄によります）
⾷器洗いやシンク、お⾵呂掃除などに、
またプレゼントにもどうぞ。
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南区⽀援センターあみ〜ご

南区障害者⽣活⽀援センターあみ〜ご
新・職員紹介 ⽮代さん

令和4年7⽉よりあみ〜ごに⼊職されました。
そんな⽮代さんにインタビュー！！
・前職：有料⽼⼈ホームでリハビリ業務や⼊居に
 ついて相談をしていました。
・特徴：暑がりι(´Д｀υ)（空調服を11⽉頃
 まで着ていました。）太極拳してます！
・⻑所：アイデアマン
 短所：⾷べ過ぎるとこと
あみーごで働いてみて
・⼤変なところ：制度と社会資源の把握です。
 障碍者福祉サービスは、介護保険よりも覚えるこ
とが膨⼤にあるように感じます。
・うれしいこと：所内で情報を教えていただいて、
それを利⽤者様にお伝えして喜んでいただけると
き、相談に対応して元気になっていただいたとき。

南区交流会（仮称）を⾏います！！

 3⽉4⽇（⼟）
 武蔵浦和コニュニティーセンター
 8階７〜9会議室
 時間は今後の情報にてご確認を！

 交流会とは？
→埼⽟県の特別⽀援学校とさいたま市の障害者
施設が協⼒して⾏っていた交流会。
⽣徒とその親御さんが、市内にある障害者施設
を知る機会を作ることや学校と施設の交流、施
設間の交流を⽬的として開催。
その結果、⽣徒の進路先が決まったり、施設に
職員が増えたりと、さまざまな「出会い」がで
きる機会に！
近年はコロナの影響で開催できずにいるため、
南区バージョンで開催してみることに。

医療的ケア⽀援者交流会
開催しました

「地道に頑張りますので、
どうぞよろしくお願いいたします。」

さくら草では、医療的ケアを要する⽅への⽀
援を幅広く展開していることから、その強み
を⽣かし、医療的ケア⽀援者交流会を開催し
ました。
第1回を7⽉12⽇、第2回を11⽉30⽇に実
施しています。
⽣活介護、放課後等デイサービス、短期⼊
所、居宅介護事業所、保育園、特別⽀援学校
など、多様な⽀援機関の⽅にご参加いただき
ました。
緊急時の対応や、就学前後の引継ぎ、それぞ
れの事業所の取り組みや課題に感じているこ
となどについて、検討や情報交換を⾏ってい
ます。
今後も横の繋がりを作りながら、地域での⽀
援に還元していきたいと思います。
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去る11⽉末、4⼈住まいのグループホーム⼊居者全員と職員が感染した。⾃宅療養できる⽅には
お願いしたが、グループホームは終の棲家ここで療養する⼊居者もいる。担当する相談⽀援員
は、オンライン診療で発⽣登録続きを進め、保健所に連絡し社会的⼊院を模索した。⽀援課には
福祉サービス等制度⾯から⽀える⼿段はないかと相談してくれた。しかし医療逼迫の状況では、
陽性⼊居者は社会的⼊院に繋がらなかった。職員で感染していない職員が⼀⼈だけという状況
で、10⽇間の療養期間を⽀えるシフトを組むことになった。 法⼈内各事業所に抗体を持っている
であろう罹患経験者とワクチン接種者に応援を呼びかけた。通所施設、居宅介護･移動⽀援事業所
から2⼈が⼿を挙げてくれた。相談⽀援の職員からも応援の申し出があり⼼強く思ったが、感染者
を増やさないために、唯⼀陰性のグループホーム職員と3⼈で、24時間勤務を交替して10⽇間の
療養期間を⽀えた。その間、陰性であった職員も2⽇後に陽性になり陽陽介護となった。⻑時間勤
務且つハードな勤務をお願いすることになった。この療養期間、陽性職員の容態が悪化したらど
うするか、協⼒してくれた職員が感染し⽀援体制が崩れたらときはどうするかと危惧しながらの
⽀援体制であった。幸い、⼊居者も症状が悪化することなく、職員も感染を免れ療養期間を終了
し安堵した。 

≪福祉現場での療養⽀援の現状≫
他のグループホーム住居でも同様に、ホーム内で陽性⼊居者の療養⽣活を⽀えたことがあった。
また通所施設でも家族が⼊院していて⾃宅に帰れない通所者の療養⽣活を⽀えたこともあった。
通所中に⾼熱を出し⾟そうであったことから2度ほど救急⾞を要請し、保健所とやり取りしたが救
急搬送はできない状況であった。救急隊員の更に容態が悪化したら遠慮なく呼んでくださいと配
慮ある⾔葉には救われたものの、病気の保護者が⾃宅に戻るまでの数⽇間、通所施設の職員、居
宅移動⽀援の職員が防護服を着て交互に泊まり対応してもらわねばならなかった。この時も陽性
者対応に⼿を上げくれた職員、周りで⽀えてくれた職員の働きは頼もしいものであった。

≪福祉的課題≫ 
てんかんなど基礎疾患があり、⾼熱にうなされている状態で、医療が逼迫しているとはいえ、家
に帰れない状況で、医療にも福祉制度にもつながらない現実に直⾯した。障害者総合⽀援法で
は、安⼼して暮らすことができる地域社会の実現を⽬的にしている。⼀⾒、社会保障が整ってき
た現代において、どこの福祉現場でも遭遇していることであり、使命感を持った職員が制度の枠
を超えてこの危機を⽀え乗り切ってくれている。これは⽣命にかかわる福祉課題であり、あらゆ
る事態に対応できる⽀援策を法⼈内で、あるいは各機関・福祉⾏政とも連携して構築していく必
要があると考えさせられた。
幸い軽症で済んでいるものの、第8波の新規感染者は漸増している。当⾯は、福祉職員の気概と現
福祉サービスを運⽤して乗り切っていくしかない。第5類感染症への移⾏が論議されてきている。
新年は、ウイズコロナの中で活発な⽣活が戻ってくる明るい年になることを願っている。 

【コロナ難⺠】
3年続く新型コロナウイルス感染症、この冬にはインフルエンザとの同時流⾏が危惧されている。
そのなかで医療にも福祉サービスにも届かぬ事態が⽣じた。

≪グループホーム内療養の経緯≫

(⼭本）


